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守谷市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例 

（趣旨） 

第１条 この条例は，公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する

法律（平成１２年法律第５０号。以下「法」という。）第２条第１項及び第３

項，第５条第１項，第６条第２項並びに第９条の規定に基づき，公益的法人

等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。 

（職員の派遣） 

第２条 任命権者は，法第２条第１項各号に掲げる団体のうち，その業務の全

部又は一部が市の事務又は事業と密接な関連を有するものであり，かつ，市

がその施策の推進を図るため人的援助を行うことが必要であるものとして市

規則で定めるものとの間の取決めに基づき，当該団体の業務にその役職員と

して専ら従事させるため，職員（次項に定める職員を除く。）を派遣すること

ができる。 

２ 法第２条第１項の条例で定める職員は，次に掲げる職員とする。 

（１）臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職

員（地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２８条の４第１項又は

第２８条の６第１項の規定により採用される職員を除く。） 

（２）非常勤職員 

（３）地方公務員法第２２条に規定する条件付採用となっている職員(市規則

で定める職員を除く。) 

（４）守谷市職員の定年等に関する条例（昭和５９年守谷町条例第１２号）第

４条第１項の規定により引き続いて勤務させることとされ，又は同条第２

項の規定により期限を延長することとされている職員 

（５）地方公務員法第２８条第２項各号のいずれかに掲げる事由に該当して休

職にされ，又は同法第２９条第１項各号のいずれかに掲げる事由に該当し

て停職にされている職員その他の同法第３５条に規定する法律又は条例の

特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員 

３ 法第２条第３項の条例で定める事項は，次に掲げる事項とする。 

（１）第１項の規定による職員の派遣（以下「職員派遣」という。）に係る職員

の職員派遣を受ける団体（以下「派遣先団体」という。）における福利厚生

に関する事項 

（２）当該職員の派遣先団体における業務の従事の状況の連絡に関する事項 

（派遣職員の職務への復帰） 

第３条 法第５条第１項に規定するその他の条例で定める場合は，次に掲げる

場合とする。 

（１）職員派遣をされた職員（以下「派遣職員」という。）が派遣先団体の役職

員の地位を失った場合 

（２）派遣職員の職員派遣が法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合 
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（３）派遣職員の職員派遣が前条第１項の取決めに反することとなった場合 

（４）派遣職員が地方公務員法第２８条第１項第２号又は第３号に該当するこ

ととなった場合 

（５）派遣職員が地方公務員法第２８条第２項各号のいずれかに該当すること

となった場合又は水難，火災その他の災害により生死不明若しくは所在不

明となった場合 

（６）派遣職員が地方公務員法第２９条第１項第１号又は第３号に該当するこ

ととなった場合 

（派遣職員の給与） 

第４条 派遣職員（企業職員（地方公営企業等の労働関係に関する法律（昭和

２７年法律第２８９号）第３条第４号の職員をいう。以下同じ。）である派遣

職員及び単純労務職員（地方公務員法第５７条に規定する単純な労務に雇用

される職員であって，企業職員のものをいう。以下同じ。）である派遣職員を

除く。第６条において同じ。）のうち，法第６条第２項に規定する業務に従事

するものには，その職員派遣の期間中，給料，管理職手当，扶養手当，地域

手当，住居手当，通勤手当，単身赴任手当，特殊勤務手当，災害派遣手当，

時間外勤務手当，休日勤務手当，夜間勤務手当，宿日直手当，管理職員特別

勤務手当，期末手当及び勤勉手当のそれぞれ１００分の１００以内を支給す

ることができる。 

（職務に復帰した職員に対する職員の給与に関する条例の特例） 

第５条 職員派遣後職務に復帰した職員（企業職員である職員及び単純労務職

員である職員を除く。）に関する守谷市職員の給与に関する条例（昭和３１年

守谷町条例第４１号）第２４条第１項の規定の適用については，派遣先団体

において就いていた業務（当該業務に係る労働者災害補償保険法（昭和２２

年法律第５０号）第７条第２項の通勤を含む。）を公務とみなす。 

（派遣職員の復職時等における処遇） 

第６条 派遣職員が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級，給料月額

及び昇給期間については，部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲

内において，市規則で定めるところにより，必要な調整を行うことができる。 

２ 派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合に支給する退職手当の算

定の基礎となる給料月額については，部内の他の職員との権衡上必要がある

と認められるときは，前項の規定の例により，その額を調整することができ

る。 

 （企業職員又は単純労務職員である派遣職員の給与の種類） 

第７条 企業職員又は単純労務職員である派遣職員のうち，法第６条第２項に

従事するものには，その職員派遣の期間中，給料，管理職手当，扶養手当，

地域手当，住居手当，通勤手当，単身赴任手当，特殊勤務手当，災害派遣手

当，時間外勤務手当，休日勤務手当，夜間勤務手当，宿日直手当，管理職員
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特別勤務手当，期末手当及び勤勉手当を支給することができる。 

（報告） 

第８条 任命権者は，市規則で定めるところにより，派遣職員の派遣先団体に

おける処遇の状況等及び職員派遣後職務に復帰した職員の処遇の状況等を市

長に報告しなければならない。 

附 則 

この条例は，令和３年４月１日から施行する。 
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提案理由（議案第９５号） 

 

提案の理由を申し上げます。 

本案は，市内におけるスポーツの統括団体として，一般社団法人守谷市スポ

ーツ協会を設立するに当たり，専門的な知識を有する市の職員を派遣するため，

必要な事項を定めるものです。 

主な内容としましては，派遣職員の給与を市が支給することができる条件，

派遣職員が市に復帰する場合配慮すべき事項等を定めるものです。 

よろしく御審議の上，御決議のほどお願いいたします。 
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守谷市職員の公益的法人等への派遣等に関する規則（案） 

（趣旨） 

第１条 この規則は，守谷市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例（令

和２年守谷市条例第 号。以下「条例」という。）第２条第１項及び第２項第

３号，策６条第１項並びに第８条の規定に基づき，公益的法人等への職員の

派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。 

（職員を派遣することができる公益的法人等） 

第２条 条例第２条第１項の市規則で定める団体は，一般社団法人守谷市スポ

ーツ協会とする。 

（派遣の対象とならない職員の特例） 

第３条 条例第２条第２項第３号の市規則で定める職員は，国家公務員法（昭

和２２年法律第１２０号）第５９条第１項の規定により官職に正式に採用さ

れていた者又は地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２２条の規定

により守谷市以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であ

って，引き続き職員として採用されたものとする。 

（派遣職員の復職時における処遇） 

第４条 派遣職員が職務に復帰した場合において，部内の他の職員との権衡上

特に必要があると認められるときは，守谷市職員の初任給，昇格，昇給等に

関する規則（昭和３４年守谷町規則第３１号）第９条の規定にかかわらず，

当該派遣職員をその職務に応じた職務の級に昇格させることができる。 

２ 派遣職員が職務に復帰した場合において，部内の他の職員との権衡上必要

があると認められるときは，職員派遣に係る期間を１００分の１００以下の

換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして，その職

務に復帰した日若しくはその日から１年以内の昇給の時期に，昇給の場合に

準じてその者の給料月額を調整し，又は当該期間の範囲内でその職務に復帰

した日以後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる。 

３ 前項の規定により給料月額を調整された者のうち，その調整に際して余剰

の期間を生ずる者については，当該余剰の期間に相当する期間の範囲内で，

その者の同項の規定による調整後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮するこ

とができる。 

４ 派遣職員が職務に復帰した場合において，前２項の規定による給与月額の

調整等をしてもなお部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められると

きは，これらの規定にかかわらず，当該派遣職員の給料月額を調整し，又は

昇給期間を短縮することができる。 

（報告） 

第５条 任命権者は，職員派遣をした場合は，その職員派遣をした日から３０

日以内に，職員派遣に係る派遣先の団体の名称，派遣期間及び派遣職員の派

遣先の団体における処遇の状況を市長に報告しなければならない。職員派遣

参考資料 
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の期間中にこれらの報告事項に変更が生じた場合も，同様とする。 

２ 前項の規定による報告は，市長が特に必要と認める場合を除き，派遣職員

に係る派遣先の団体との取決め（公益的法人等への一般職の地方公務員の派

遣等に関する法律（平成１２年法律第５０号）第２条の取決めをいう。）を記

載した書面の写しをもって，これに代えることができる。 

３ 任命権者は，派遣職員が職員派遣後に職務に復帰した場合は，その職務に

復帰した日から３０日以内に，復帰した職員の復帰時の給料月額の調整その

他の復帰後の処遇の状況等を市長に報告するものとする。 

附 則 

この規則は，令和３年４月１日から施行する。 


